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   令和７年佐用町要綱第４９号

佐用町結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱

佐用町結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱をここに公布する。

令和 ７年１１月２８日

                   佐用町長  江 見 秀 樹



佐用町要綱第４９号

佐用町結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱

佐用町結婚新生活支援補助金交付要綱（令和６年佐用町要綱第14号）の一部を次

のように改正する。

第２条第２号アからウまでを削り、同条第３号に次のように加える。

ア 婚姻を機に新たに住宅を取得する費用

イ 婚姻を機に新婚世帯が居住する目的で住宅をリフォームする費用

ウ 住宅物件の賃借に係る賃料、敷金、礼金（保証金などこれに類する費用を

含む。）、共益費及び仲介手数料

第３条各号列記以外の部分中「新婚世帯」の次に「（以下「補助対象世帯」とい

う。）」を加え、同条第７号を削る。

第12条を第13条とし、第９条から第11条までを１条ずつ繰り下げ、第８条の次に

次の１条を加える。

（継続補助申請等）

第９条 事業年度内に交付決定を受けた補助対象世帯で、請求した補助金の額が第

４条第１項に定める限度度額に達しなかった世帯においては、当該年度の翌年度

においても、再度、補助金の交付の申請（次項において「継続補助申請」とい

う。）を行うことができる。この場合において、当該対象世帯に交付する補助金

の額は、２つの年度に交付する補助金の額を合計した額とし、第４条第１項に定

める額を限度とする。

２ 継続補助申請は、第５条第１項の規定を準用する。ただし、第５条第１項各号

に掲げる書類のうち、同項第１号及び第６号に掲げるものの提出は省略すること

ができる。

様式第１号を次のように改める。



様式第１号（第５条関係）

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。


